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令和６年８月白河市教育委員会定例会会議録 

 

日  時 令和６年８月２１日（水） 

開  会 午後３時 

閉  会 午後４時２５分 

 

場  所 白河市役所 全員協議会室 

 

報告事項 

（１）教育長報告 

 （２）各課所報告 

 

議  事 

議案第３７号 白河市教育委員会事務の点検及び評価について 

議案第３８号 中山義秀記念文学館運営委員会委員の委嘱について 

議案第３９号 中山義秀記念文学館の臨時休館について 

議案第４０号 図書館の臨時休館について 

 

○ 出席委員 

教育長   芳賀 祐司  １番委員 高橋 顕  ２番委員 北條 睦子 

３番委員 沼田 鮎美  ４番委員 瀧澤 学 

 

○ 欠席委員 なし 

 

○ 出席説明員 

教 育 部 長   佐藤 伸    教 育 総 務 課 長   鈴木 亮 

学 校 教 育 課 長   仁科 英俊     生涯学習スポーツ課長   吉田 貴子 

中 央 公 民 館 長   松本 美紀   図 書 館 長   中沢 孝之 

健康給食推進室長   和知 秀年    

 

○ 書記 

教育総務課総務係長   鈴木 一寿   教育総務課主査   大塩 健一 

 

○ 傍聴人 なし 
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【午後３時 開会】 

 

日程第１ 開  会 

○教育長   

これより令和６年白河市教育委員会８月定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 

日程第２ 会期の決定 

○教育長  

次に日程第２会期の決定ですが、白河市教育委員会会議規則第４条の規定により、本日１

日間といたします。 

 

日程第３ 書記の指名 

○教育長 

次に日程第３書記の指名を行います。書記には教育長において、鈴木教育総務課総務係長、

大塩教育総務課主査を指名します。 

 

日程第４ 教育長報告 

○教育長 

次に日程第４教育長報告に入ります。それでは、報告いたします。 

第４回目の「仁のつどい」が７月２９日に開催されました。午前中に小学生１３名による

「思いやり」ブックトークを行いましたが、子どもたちは、人が喜ぶことを進んで行うこと、

友達のよいところを見つけてあげること等、様々な思いやりを本から読み取り堂々と発表し

ていました。「いのちをいただく」という本の紹介では、食肉となる牛に関わる話で、説明の

続きが気になり私自身も読みたくなりました。子どもたちは本から思いやりの心を持つこと

が人としていかに素晴らしいかを読み取っていました。午後は「いじめについて考える中学

生フォーラム」が行われ、自校の「いじめ防止」の取組について代表２校が発表しました。

その後、「『いじめが起きているかも知れない』その時、あなたならどうするか」について話

し合いました。子どもたちは、自分の意見をしっかり述べていましたが、そのような中、い

じめをしている人に話を聞く、寄り添うという意見が印象的でした。いじめの解消には表面

的な解決ではなく、本音で思いを話し合うことが大事であるということだと思います。全員

が発表しいい時間を過ごせました。 

今後もこれらの活動を通してさらに「仁の心」を育てていきたいと思います。 

 

日程第５ 議  事 

○教育長 

次に日程第５議事に入ります。それでは、議案第３７号「白河市教育委員会事務の点検及

び評価について」を議題とします。内容の説明を求めます。 
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○教育総務課長 

報告書の１ページをご覧ください。まず「点検・評価報告書の位置づけ」についてです。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりまして、教育委員会においては、毎年教育

に関する事務の管理及び執行状況につきまして、点検評価を行うこと、またその結果に関す

る報告書を作成して議会に提出することと、公表することが定められています。そのため本

市におきましても平成２０年度から実施しており、毎年定例会でご報告させていただいてお

ります。 

次に「２ 点検・評価の対象と方法」についてです。昨年度２０２３年から本市の最上位

計画であります白河市行動計画アジェンダ２０２７が開始され、その中で、市の将来像、所

属別の目標、重点施策の体系が見直されております。これに伴い白河市教育委員会の重点施

策についても柱立てを見直しております。評価の対象につきましては２ページをご覧くださ

い。こちらが評価検証事業一覧となります。今年度におきましては、昨年令和５年度の重点

施策の中から、２６件の主要事業を対象事業として抽出しております。なお、右列の点検・

評価対象事業に記載した事業、こちらが今回点検評価を行った事業となっております。１ペ

ージにお戻りください。評価の方法につきましては、令和５年度の各事業の目的、目標、ま

た事業内容を明らかにしつつ、担当課において事業の達成状況や今後の方向性について自己

点検を行い、その事業の必要性、有効性、効率性といった評価項目ごとの評価を行っており

ます。その内容につきましては、９ページから３４ページまでにあります点検・評価シート

に記載のとおりとなっております。なお、重点施策の体系見直しに伴いまして、この点検・

評価シートについても、昨年度までの様式を一部変更しております。また様式の一部変更に

関連しまして、１６ページをご覧ください。下段に評価項目とありますが、このうち効率性

に関しては、これまで教育委員や評価委員の皆様方から事業によっては評価に適さないので

はないかとの意見もいただいておりました。このため、今年度より子どもの心のケアに関す

ること、学校教育における体験学習、情操教育に関すること、ボランティア活動及びその支

援活動に関することなど効率性の評価に適さない事業は、評価の対象外として斜線を入れる

ように見直しております。 

次に３ページをご覧ください。「３ 学識経験者による意見」についてです。点検・評価に

あたり客観性を確保するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育に

関し学識経験を有する３名の方に評価検証委員会の委員を委嘱し、７月に委員会を３回開催

しております。なお、今回の対象事業につきまして、３名の委員から様々な意見をいただい

ており、それら意見を所属別、重点施策別に集約整理し、３７ページから４４ページまでに

記載しております。また、４２ページをご覧いただきますと、総評を記載しております。委

員各位には、対象事業の目的と目標、必要性や有効性などをご理解いただくとともに、令和

５年度の事業成果につきまして、総じて高い評価を得ることができました。その一方、今後

の取組みにおける改善策や、一層期待することなど意見もいただいており、その一例として

４４ページをご覧ください。「（8）共通事項について」を記載しております。それぞれの重点

施策や主要事業の実施が担当課だけでは難しい場合もあるため、関係課や学校、地域、保護
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者、関係機関などと連携しながら推進してほしい。このような意見を共通的にいただいてお

ります。教育委員会では、検証委員からの意見も踏まえまして、事務事業のさらなる見直し

や改善に努めて参りたいと考えます。 

 

○教育長 

これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、質疑をお受けいたします。 

 

○高橋委員 

３８ページの「重点施策：豊かな心の育成」に、「１００％に近づくに連れて、少数派の児

童・生徒の居心地や満足感は悪化することが指摘されており、少数派の児童・生徒に対する

ケアも、検討しながら進めていただきたい。」とありますが、この１００％に近づくに連れて

居心地や満足感が悪化するっていうことについて、具体的にどういうことなのか教えてくだ

さい。 

 

○学校教育課長 

Ｑ－Ｕテストは、学級満足群があって、学級に対する満足度がずっと高くなって、それに

ついていけない子どもがでてきてしまうと、そこに差が開いてしまうことによって、逆に居

づらくなるっていうところがあるので、平均でみるっていうことももちろん大事なんですけ

れども、一人一人の子どもにちゃんと目を向けて、豊かな心の育成だけではなくて、いろん

な面でも同じだとは思うんですけれども、全体が上がっていくときに取りこぼしのないよう

に、一人一人に目を配ってという意味の内容です。 

 

○瀧澤委員 

白河市教育事務評価検証委員会委員として３名おりますが、他の委員会、充て職の場合は

もう少し人数が多いと思うんですけど、これはなぜ３名に絞っているのか、なおかつ、この

委員会は教育委員会のどなたまでが入ってやられているのかお聞きします。 

 

○教育総務課長 

５８ページに検証委員会の設置要綱を記載しております。第３条で委員３人以内で組織す

る、教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱するということで委嘱して

いるところでございます。現在の３名につきましては、元小学校校長、市のスポーツ推進委

員、元西白河ＰＴＡ連絡協議会長で、教育に関する各分野を網羅できるようなかたちで人選

をして、委嘱しているということになっています。内部的には最低３年程度勤めていただい

て、そのあと後任の方にかえていくというようなことで進めておりますけれども、特に充て

職ということではなくて、教育に関して学識経験を有する方ということで選んでおります。 

委員以外の参加者としては、教育総務課を事務局として、教育部長、対象事業の説明を各

課長が行っております。全部で３回、７月に開催し、２６事業の説明を行っています。 
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○瀧澤委員 

７月に３回ですから、すごく密濃いですよね。１回当たりどのくらいの時間で行ったので

しょうか。 

 

○教育総務課長 

１、２回目で、各課所が主要事業の説明を行っています。それぞれ１時間半ぐらいです。

第３回目の委員会につきましては、２回目が終わった後に各委員さんからいただいた意見を

集約したものについて確認いただいて、それに対して何か意見などないですかというかたち

で、意見について集約整理して、その後報告書にまとめたという流れです。 

 

○瀧澤委員 

わかりました。例えば施設的な部分でなんかは、体育館等の老朽化、あとは運動公園も相

当古くはなっていますよね。時代のなかでこの時期に作るみたいな感じで作ったものでしょ

うけど、やっぱり有効的に使っているなとは思うし、これからも例えば修繕をしながらでも

残してほしい施設だなと思います。そういったこともチェックしていただいていて、充て職

ではなく学識経験者だということは、こういう意味なんだと思って、密も１か月に３回も集

まっていただくっていうのは委員さん大変なんだろうなと思いましたけども、すごくこう集

約して、いろいろな意見を出していただいて、ぜひ４４ページ「（8）共通事項について」に

あるように、いろいろな方に参加していただいて、やっていただくとよいのかなと思いまし

た。ありがとうございます。 

 

○教育総務課長 

委員の皆様から、行政も各地域団体もマンパワーが正直人手不足なので、そこは連携して

推進していかないと、今後できなくなってしまうんじゃないかっていうようなことは共通的

にご意見としてございましたので、そういった連携、さらなる連携の推進ということで、教

育委員会ばかりではなく、各部とも連携して進めていきたいというふうに考えております。 

 

○北條委員 

４０ページの「重点施策：地域と学校が一体となった学びの促進」についてですが、東地

域で今年から地域コーディネーターの方が３名任命されまして、この方々長年ボランティア

で一生懸命学校のために尽くしてくださっている方なんですけれども、今課長がおっしゃっ

たように、学校でも本当にマンパワーが足りず、地域に手を差し伸べたいっていうお気持ち

があるんですが、なかなか地域の人にはそういうのはわからない。地域の人も何か学校のた

めにやりたいんですが、敷居が高くてどういうふうに学校に申し出たらいいかわからないっ

ていうことがずっとあったと思うんです。ただ今こういうふうに、地域コーディネーターの

方が任命されて、あの方にお話をすれば、私だったらこのぐらいの力にはなれる、あとは学

校でも、じゃあコーディネーターの方にお話して、その地域の住民と学校をつなげる、そう
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いう役割を担っていただけるということで、私どもも今度職業体験がございまして、今年も

２名の中学生を受け入れることになっているんですが、この気候変動で大変暑い中での作業

になります。去年は、暑さ対策、虫の対策、あと体を覆うような衣服を要することなどにつ

いて、あまり学校との話し合いがうまくいかず、生徒さんの作業を早めに終わらせていただ

きました。でも今年は、私どものそういう用意をしていただくことをきちんとコーディネー

ターの方にお話して、それをコーディネーターの方が学校に伝えていただき、そういった意

味でも、職業体験を受け入れる側としても、この方達の存在は本当に重要で、大変ありがた

く思っております。東北中と東中、あとはこれからだんだん増えていくと思うんですけど、

ぜひ各中学校に増やしていただいて、小学校でもそうですけれども、地域と学校を繋いでい

ただくかけ橋というか、そういう存在になっていただきたいと思っております。 

 

○教育総務課長 

地域学校協働活動事業につきましては、検証委員の皆様からも大変高く評価をいただいて

いる事業だと感じておりました。特に東北中がメインで話はあったんですけれど、そういっ

た活動が今後他の学校にも広がっていけばいいんではないかという意見もありましたので、

その辺は内部的にも今後推進できるように検討していきたいと思います。 

 

○教育長 

これにて質疑を終了いたします。これより採決いたします。議案第３７号は原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なしの声 ） 

 

○教育長 

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第３８号「中山義秀記念文学館運営委員会委員の委嘱について」を議題とします。 

内容の説明を求めます。 

 

○生涯学習スポーツ課長 

議案書２ページをご覧ください。中山義秀記念文学館運営委員会委員について任期が満了

となったため、中山義秀記念文学館運営委員会規則第３条及び第４条の規定により、次のと

おり委嘱するものです。委嘱する委員は、塩田英夫氏ほか３名となり、いずれも再任となり

ます。委嘱期間は令和６年９月１日から令和９年８月３１日まで、発令年月日は令和６年９

月１日となっております。 

 

○教育長 

これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、質疑をお受けいたします。 



7 

 

（ 質疑なし ） 

 

○教育長 

これにて質疑を終了いたします。これより採決いたします。議案第３８号は原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なしの声 ） 

 

○教育長 

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第３９号「中山義秀記念文学館の臨時休館について」を議題とします。内容の説

明を求めます。 

 

○生涯学習スポーツ課長 

議案書３ページをご覧ください。中山義秀文学賞公開選考会を開催することから、中山義

秀記念文学館条例第５条の規定により、令和６年１０月１３日（日）を臨時休館とするもの

です。なお、公開選考会については、同日午後２時から新白信ビルイベントホールで開催す

る予定です。 

 

○教育長 

これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、質疑をお受けいたします。 

 

（ 質疑なし ） 

 

○教育長 

これにて質疑を終了いたします。これより採決いたします。議案第３９号は原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なしの声 ） 

 

○教育長 

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第４０号「図書館の臨時休館について」を議題とします。内容の説明を求めます。 

 

○市立図書館長 

議案書４ページをお開きください。白河市立図書館規則第６条第２項の規定により、次の

とおり図書館を臨時休館といたします。理由といたしましては、議案第３９号の説明のとお
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り中山義秀文学賞公開選考会開催のためとなっております。対象施設は大信図書館、日時は

議案第３９号と同じく１０月１３日（日）を予定しております。 

 

○教育長 

これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、質疑をお受けいたします。 

 

（ 質疑なし ） 

 

○教育長 

これにて質疑を終了いたします。これより採決いたします。議案第４０号は原案のとおり

可決することにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なしの声 ） 

 

○教育長 

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６ 各課所報告 

○教育長 

次に日程第６「各課所報告」に入りますが、「令和６年度白河市議会９月定例会提案教育委

員会関係補正予算について」、及び「専決処分の報告について」、並びに日程第７その他の協

議事項「白河市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針（案）について」は、

非公開にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

（ 異議なしの声 ） 

 

○教育長 

ご異議なしと認めます。よって、非公開として後ほど報告することといたします。 

それでは、行事報告、行事予定について、教育総務課から順次報告をお願いします。 

 

（ 教育総務課から順次報告 ） 

 

○教育長 

その他各課所からございますか。 

 

（ その他なし ） 
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○教育長 

それでは、これより一般質問に入ります。各課所報告及び本市の教育行政一般に関し、ご

質問をお受けいたします。 

 

○高橋委員 

学校給食センターのことについてですが、お米の値段が上がったり、スーパーでもお米が

あまり置いてなくなったりしていて、それを取り扱う業者にとっても、なかなか大変な状況

にあるんじゃないかなと思うんですけど、子どもたちの米飯給食を出すにあたって、契約し

てお金は決まっているとは思うんですけど、そういうところでのお米の確保について、何か

問題や課題なんかは生じていないんでしょうか。 

 

○健康給食推進室長 

学校給食に使うお米につきましては、ＪＡ夢みなみ、東西しらかわ農協の方に、年度当初

に年間の使用量をあらかじめ確保してもらっておりますので、最近テレビで米不足という話

がありますが、その分については、もうすでに確保済みでありますので、特に給食の提供に

ついては問題ないと思っております。単価につきましても、年度当初に単価契約を結んでお

りますので、途中で価格の高騰はないと思っています。 

 

○沼田委員 

９月２６日のコオーディネーショントレーニング指導者養成研修会についてですが、先ほ

どの事務点検報告書の効率性がＢだったのに対して、この研修会では何かこの結果を受けて

改善している点などあるのか、指導者がどんなふうに指導するのかとか、そういったことが

あれば教えていただけますか。 

 

○学校教育課長 

コオーディネーショントレーニングにつきましては、荒木秀夫先生という方に継続して指

導を受けています。やったからすぐ効果が出るっていうことではないので、できるだけ継続

してやっていくということで実施しています。このコオーディネーショントレーニングも各

学校からスタートしたんですが、それが市内の高齢者の集まりとか、そういうところにまで

広がってきているので、継続してやっていきたいと思います。各学校では基本的に体育の授

業が始まるときにやっているので、実施率としては１００％なんですけれども、ただそれを

正しくやれるっていうことが大事なので、やはり毎年こういうような研修会を実施して、毎

年別な先生に受けていただくようにしています。あとＤＶＤを作成して各学校に配布してあ

るので、正しく実施できるように周知していきたいなというふうに考えています。 

荒木先生の指導についてですが、すごく熱量の高い先生で、毎年来ていただいて実際に体

験も踏まえながらやっていただいています。校長会で校長先生方に実際にやってもらったり

もしているので、もし興味があれば一度見にきてください。 
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○沼田委員 

ありがとうございます。コオーディネーショントレーニングのよさっていうのは、私も子

どもたちが小さいときからやっていますので、すごく実感していまして、やっぱり正しく指

導者の方から教わるっていうことが大事だと思いますので、こういった事業を続けていただ

ければと思います。ありがとうございます。 

 

○瀧澤委員 

昨年も２学期が始まるときに、スクールゾーンの草がぼうぼうで、子どもたちが自転車で

通ったり、歩いたりするのが大変なので、２学期が始まる時にスクールゾーンを綺麗にして

いただけたらなんて話をしたんですが、今年はスクールゾーンが大変綺麗になっていて、あ

りがたいなと思いました。これはどういった課が実施しているのか分からないんですけど、

子どももそうですし、お年寄りも歩道を歩くし、私も散歩やジョキングをするのにも、草が

生えていないってのはやっぱりいいなと思ったものですから、感想として、ぜひ毎年草が一

番生い茂る２学期スタートのときは、綺麗に実施していただけると大変助かるなと思いまし

た。ありがとうございます。 

 

○北條委員 

東中学校の校長先生と食育についてお話をした時に、生徒さんが自分でお弁当を作ってく

る日があって、校長先生がうちの食育は素晴らしいんだって胸を張っておっしゃっていたん

ですけど、各学校での食育の授業は、どのようにテーマを決めているのでしょうか。 

 

○健康給食推進室長 

食育の授業につきましては、各学校から、こういうテーマで授業をやってほしいというお

話をいただいて、それに基づいて栄養士が授業内容を検討して、学校の先生と打合せをしな

がらやっているところでございます。例をあげますと、小田川小学校の６年生で、「バランス

よく食べよう」というようなテーマで食育の授業をやってほしいという依頼があり、それに

基づいてやっています。依頼の多いテーマとしましては、「よく噛んで食べよう」が多い感じ

がします。あとは「バランスよく食べよう」ですとか、「生活習慣病と食事」が多いかなとい

うふうに感じています。 

 

○北條委員 

親御さんも忙しくてそこまで手が回らなくて、学校にそういうことまでお願いしちゃうよ

うなご時世なんですけれども、体をつくっていくうえで大切なことなので、これからも続け

ていただきたいと思っております。ありがとうございました。 

 

○教育長 

これにて一般質問を終了いたします。 
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日程第７ その他 

○教育長 

次に日程第７その他に入ります。各課所の取組や課題などについて、ご意見、ご質問等が

ありましたら、この場で取り上げたいと思いますが、何かございますか。 

 

○高橋委員 

「仁のつどい」に参加させていただいて、今回の中学生のフォーラムでは、参加者全員に

上野先生が話を振って発表していて、それぞれの思いを口にすることができたっていうこと

が、すごくよかったと思いました。どの会議でも黙って帰るようなものはつまらないと思い

ますので、参加した方が自分の思いを口にできるっていうのは、今回とてもいい進め方をさ

れたんじゃないかなっていうふうに思います。最初に上野先生が「全員にしゃべってもらい

ます」と言われていたので、みんなそれなりに覚悟はしていたと思うんですけど、それぞれ

の思いがなかなかこう面白くて、私自身も聞いていて、何か例年になくいい話合いになった

んではないかなっていうふうに思いました。司会する先生は大変かもしれないんですけど、

そこら辺のところを来年度もうまくやっていただければ、子どもたちにとって、参加してよ

かったと思える会議になるんじゃないかなっていうふうに思いました。素晴らしかったと思

います。 

 

○沼田委員 

今年よく目にした、耳にしたニュースでありますが、九州の方の中学生がプールの時間に

連帯責任をとらされて、先生の指導でプールサイドを走って足の裏にやけどをしたことと、

それとは別の学校ですが、プールの時間に遅れた生徒がいて、その生徒が昇降口からプール

までの距離が長いため時間がかかったと説明したところ、先生が実際に移動して時間を計る

よう全員に指示し、裸足で移動した生徒が足の裏をやけどしたっていうニュースをよく見か

けました。 

昨今日差しの種類がすごく変わってきていることを実感していまして、中学校のプールの

指導で、表郷地域は日焼け止め禁止となっているんですけれども、その理由としては水質が

悪くなるからで、それは納得いくような指導だと思うんですが、それであればラッシュガー

ドの着用を推進すればいいのかなと思うんですが、多分学校の方で指導しているはずなんで

すけれども、なかなか子どもたちに浸透していなく、ラッシュガードをつけてプールに入っ

ている子が少ない。そこで私は、教育委員会の方からある程度号令をかけないと、そういう

のって浸透しないんじゃないかなっていうふうに思いました。ただラッシュガードは体は守

れますが、顔を守ることはできないので、顔はやっぱり日焼け止めを塗る必要があるんじゃ

ないのかなと思います。体質によっては真っ赤になっちゃう子もいますし、本当にやけどみ

たいになっちゃう子もいます。私は洗濯物を干すのに１０分外にいるだけで気になります

し、１時間外にいるのは辛いんじゃないのかなって思いますので、プールの指導はもう少し

考えた方がいいのかなと思いました。 
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それと、そのニュースに関連してですが、どちらの学校も連帯責任によるものでしたが、

連帯責任のあり方というか、そこに関して教育委員会では何か指導をしているのか、わかる

範囲で教えていただきたいなと思います。個人的な意見でありますが、連帯責任って大人に

なってから周りに迷惑をかけないように大事なことだとは思うんですけれども、やっぱりメ

リット、デメリットがあると思っていて、１人の子が悪いから、その子のせいで授業が遅れ

るとかってなると、その子をいじめる対象になったりとか、そういうことまで考えられるの

かなと思っていて、連帯責任ってやる先生とやらない先生といらっしゃるとは思うんですけ

れども、把握していないだけで、連帯責任みたいなものは、中学校、小学校でも結構あるん

じゃないのかなと思っています。何か課長の思うところがあればお話いただければと思いま

す。 

 

○学校教育課長 

これはプールだけではなくて外で行う部活動、基本的に皮膚を守るようなそういう活動に

ついてですけれども、これについては、一つ一つの学校の実態を把握しているわけではない

ので、何かの機会に、校長会でも話題にしてみたいなと思いますが、以前と比べて、２学期

までやらず１学期で終わるっていうところも多いので、昔は寒くて入れない日があったんで

すけど、今は逆に暑くて入れない、特にプールサイドが熱くて足がひどいっていうことは、

小学校でも一緒ですし、それについては何かの機会に話題にしていきたいと思います。 

それと連帯責任につきましては、私の感覚ですが昔はよくいろいろあって、今では大変な

こともあったと思うんですけれど、今回のニュースを見て、今もそういうふうにやっている

先生もいるんだなぁっていう感想を持ったぐらいなものですから、今のところその不適切ま

でいくような報告はないので、何かあれば話題にしていきたいと思います。 

 

○沼田委員 

多分なかなか表に出てくるような問題ではないと思うんですね。保護者の立場からすると、

学校に何か言ったら、うちの子が今度先生にやられるんじゃないかっていう恐怖は少なから

ずみんな持ってまして、やってる、やってないは本当にわかりませんが、他県でこういう事

例があったので、連帯責任については、今一度考える必要があるとか、そういうふうに注意

喚起じゃないですけれども、何かやっぱり教育委員会の方から、教育長の方から、校長会な

どで一言いってもらえると、また違うんじゃないのかなっていうふうに個人的には思います。

なかなかその一つ一つの声が上に上がってくるまでって、よほど怒り心頭にならなければ、

教育委員会に直接電話をかけてくる人はいないでしょうし、だからといって、じゃあその指

導した学校の担任の先生に言うかっていったら、やられるんじゃないかっていう恐怖がある

から親は絶対言わないんですよ。だから、なかなかそういう声って上がってこないと思って

いますので、何かの際にはそういうふうな注意喚起をしてもらえればと思います。よろしく

お願いします。 

 



13 

 

○教育長 

以前校長会で私の方から、集団を叱ると上手くいかないということについて話をしたこと

があります。一生懸命やっていた子もいるんですが、ふざけちゃう子もいまして、その集団

を叱っていくと、最初はいいんですが、それが何遍も何遍もになってくると、一生懸命やっ

ている子がきちんとやっているのに叱られる。それが集団が崩れる原因ですよっていった話

をしたことがあります。真面目にやっている子もいるし、ふざけている子もいる。でも集団

として指導しなければならない場面も出てくるのは確かで、それが集団全員にペナルティを

課すっていうのはいかがなものかと。真面目な子がいて一生懸命やっているのに先生に叱ら

れてしまう。学級の雰囲気がどよんってなってしまうということは、やっぱり子どもたちに

とってそれはいい場所ではないんですね。そういったことを話しました。 

それからさっきのプールの指導でも、昔はゴーグルをつけることもだめでした。低学年で

目を開ける指導がありまして、塩素が多いとみんな目を真っ赤にして、目をぱちぱち洗う水

道や、うがいをするものが昔はプールサイドにあって、それとプールに入る前にシャワーを

浴びて、塩素の濃い洗体槽に入って３０秒数えるみたいなものがありました。今はそれがな

くなり、そういうのはだんだん改善されてきているので、だから日焼けに関しても、これは

やっぱり子どもたちにとっては健康上の大きな問題なので、これもだんだんそういう方向に

なってくると思います。外で部活をしている子、野球、ソフトテニス、ソフトボールとか、

昔はそれで平気だったかもしれないけれど、今は病気になってしまう子もなかにはいるし、

それはやっぱりこれから考えていかなければならないんじゃないかなと思います。ちゃんと

個々の先生に話をして、きちんとやった方がいいのかなと思います。 

 

○学校教育課長 

ラッシュガード、男の子でも着ていて、プールが始まる前に教材さんからそういう案内が

来るので、小学校なんかでは渡したりしています。そこで買ったりとか、いろんなところで

売っているので、そうやって着ている子も多くはなってきています。 

 

○教育長 

次に「令和６年度白河市議会９月定例会提案教育委員会関係補正予算について」の報告に

入りたいと思いますので、これより非公開といたします。 

 

（ 以下非公開 ） 

 

○教育長 

それでは、全ての日程が終了しましたので、以上で白河市教育委員会８月定例会を閉会い

たします。 

 

【午後４時２５分 閉会】 


